
2025年 8月１日 改定 

  

地域密着型通所介護 ＬＥＴ‘Ｓほほえみリハ 

 

利用料 

サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、

介護負担割合証に準じての負担割合となります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利

用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

（１）通所介護の利用料 

【基本部分：地域密着型通所介護】 

所要時間 

(１回につき) 

利用者の 

要介護度 

地域密着型通所介護費 

単位数 

 

 

利用者負担金 

 

基本利用料の１割 基本利用料の２割 
基本利用料の３

割 

３時間以上 

４時間未満 

 

要介護１ ４１６単位 ４４６円 ８９２円 １,３３８円 

要介護２ ４７８単位 ５１２円 １,０２５円 １,５３７円 

要介護３ ５４０単位 ５７９円 １,１５８円 １,７３７円 

要介護４ ６００単位 ６４３円 １,２８６円 １,９３０円 

要介護５ ６６３単位 ７１１円 １,４２１円 ２,１３２円 

 

＊上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利

用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

＊上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の

全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

＊利用料は地域区分の単価（２級地 10.72円）を含んでいます。 

 



【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 

加算の種類 

 

加算の要件 

加算額 

単位数 利用者負担金 

１割 ２割 3割 

 

個別機能訓練 

加算Ⅰ 

当該加算の体制・人材要件を満たし、利

用者へ機能訓練を行った場合（１日に

つき） 

※それぞれの要件を満たした上で、機
能訓練を行った場合 

５６単位/

日 
６０円 １２０円 １８０円 

個別機能訓練 

加算Ⅱ 

個別機能訓練計画などの内容をデータ

提出しフィードバックを受けている事 
２０単位/

月 
２２円 ４３円 ６５円 

 

科学的介護 

推進体制加算 

利用者ごとのADL値、認知症の状況、そ

の他の心身の状況などに係る基本的な

情報のデータ提出とフィードバック情

報を活用する。 

４０単位/

月 
４３円 ８６円 １２９円 

 

生活機能向上連

携 加算 Ⅱ 

リハビリテーション専門職と連携して

、個別機能訓練計画の進捗状況を３月

ごとに１回以上評価し、必要に応じて

計画・訓練内容等の見直しを行う事。 

個別機能訓練加算を算定している場合

  

200単位 

／月 
２１５円 ４２９円 ６４４円 

100単位 

／月 
１０８円 ２１５円 ３２２円 

サービス提供 

体制強化加算 

(Ⅱ) 

介護職員の総数のうち介護福祉士を 

50%以上配置している場合（１回につき

） 

18単位/回 ２０円 ３９円 ５８円 

介護職員処遇改

善加算Ⅰ 

厚生労働大臣が定める基準に適合し、

介護職員の賃金の改善を実施し、当該

加算の算定要件を満たす場合 

算定単位数

 の 

1000分の 

92 

左記額の 

１割  

  

 左記額の

２割 

左記額の

３割 

【減算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

単位数 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

送迎を行わない場合 
利用者が自ら通う場合や家族が送迎を行い、事

業所が送迎を実施していない場合 

４７単位

/片道 
５１円 １０１円 １５１円 

 

 



（２）の利用料 

【基本部分：第 1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)費】 

      

利用者の 

要介護度 

  第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)費（１月につき） 

        

        

単 位 数   

利用者負担金 

基本利用料の１割 基本利用料の２割 基本利用料の３割 

要支援１ １７９８単位 １，９２８円 ３,８５５円 ５,７８２円 

要支援２  

 (週 1回程度) 
１７９８単位 １，９２８円 ３,８５５円 ５,７８２円 

要支援２ 

(週 2回程度) 
３６２１単位 ３，８８２円 ７,７６０円 １,１６４５円 

 

＊ 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利

用料も自動的に改訂されます。尚、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

＊ 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額

の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

＊ 利用料は地域区分の単価（２級地 10.72円）を含んでいます。 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。(1月につき) 

  

 

単位数 利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

 

生活機能向上連携

 加算 

リハビリテーション専門職と連携して

、個別機能訓練計画の進捗状況を３月

ごとに１回以上評価し、必要に応じて

計画・訓練内容等の見直しを行う事 

 

２００ 

単位 

 

２１４円 

 

４２９円 

 

６４３円 

 

生活機能向上 

グループ活動加算 

 

利用者へ日常生活上の支援のための 

活動をグループにて行った場合 

※ただし、運動器機能向上加算・栄養

改善加算・口腔機能向上加算のいずれ

かを算定している場合は算定しない 

 

１００ 

単位 

 

１０７円 

 

２１４円 

 

３２２円 

 

科学的介護 

推進体制加算 

利用者ごとのADL値、認知症の状況、そ

の他の心身の状況などに係る基本的な

情報のデータ提出とフィードバック情

報を活用する。 

 

４０単位 ４３円 ８６円 １２９円 



 

サービス提供体制

強化加算(Ⅱ) 

 

 

 

 

介護職員の総数の 

うち介護福祉士を 

50%以上配置している

場合 

 

要支援1 

 

７２単位 ７８円 １５５円 ２３２円 

 

要支援２ 

(週1回程度) 

 

７２単位 

 

７８円 １５５円 ２３２円 

 

要支援２ 

(週2回程度) 

 

１４４単

位 

 

１５５円  ３０９円 ４６３円 

 

介護職員処遇改善

加算Ⅰ 

厚生労働大臣が定める基準に適合し、

介護職員の賃金の改善を実施し、当該

加算の算定要件を満たす場合 

算定単位

数の 

1000分の 

92 

 

左記額の 

１割  

  

  

左記額の２

割 

 

左記額の

３割 

 

【減算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

単位数 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

送迎を行わない場合 
利用者が自ら通う場合や家族が送迎を行い、

事業所が送迎を実施していない場合 

４７単位

/片道 
５１円 １０１円 １５１円 

 

（３）その他の費用 

おやつ代 おやつの提供を受けた場合、１回につき１００円をいただきます。 

おむつ代 おむつの提供を受けた場合、１回につき１００円、パット５０円の実費をいただきます。 

教養娯楽費 コーヒー、紅茶など費用の実費をいただきます。 

送迎費用 
実施地域を超えて行う通所介護に要した交通費は、事業の実施地域を超えたところから片

道分１㎞ごとに３５円をいただきます。 

その他 

 

① 個人で使用する為に購入した物の費用は実費請求をさせていただきます 

②連絡帳ケースや連絡帳を再度希望される時は実費徴収とさせていただきます 

（初回は除く）                            

 

 

 

 

 

 


